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現況地目 宅  地

台帳地目 宅  地

北西側市道　朝日ヶ丘団地線　幅員（6.30ｍ）

北東側市道　朝日ヶ丘団地線　幅員（4.40ｍ）

都市計画法

用途地域 高度地区

斜線制限 日影制限

建ぺい率 容 積 率

その他の法律 消防法

負担の 負担の

有  無 内  容

電    気 可

上 水 道 可

下 水 道 可

集中供給方式
プロパンガス 可

バ   ス

鉄   道

今 治 市
朝 倉 支 所

北 方  約 2,700m 商 業 施 設 北 方  約    1,250m

朝倉中学校 北 方  約 3,150m 金融機関 北 方  約    1,200m

朝倉小学校 北 方  約 3,200m

・建築条件　建ぺい率７０％　容積率２００％　を守っていただきます。

物  件  調  書
物  件  番  号

所    在    地 今治市朝倉上甲2092番20 予 定 価 格 1,814,932円

面          積 ２３８．１８㎡

台　帳　面　積 ２３８．１８㎡

接面道路の

幅員及び構造

　都市計画区域外

未　指　定 ━

無 ━

━ ━

━ その他法規制 ━

私道の負担等

に関する事項

事       業       所       名 電  話  番  号

供  給  処  理  四国電力(株)今治営業所 0898－32－3980

 今治市朝倉支所住民サービス課 0898－56－2500

施 設 の 状 況  今治市朝倉支所住民サービス課 0898－56－2500

 四国ガス燃料(株)今治営業所 0898－32－4145

交 通 機 関    明神橋前停留所　　　　　約　　800ｍ

(距離は道路距離)    ＪＲ予讃線伊予桜井駅    約  5,900ｍ

公 共 施 設

(距離は道路距離)

・別途分譲要綱あり

・この物件の地下埋設物調査、地盤調査及び地質調査は行っていません。地下埋設物の内容・量につい

　ては、不明です。

※　物件調書は、申込者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず申込者ご自身において現地及び諸規
　　制についての調査確認を行ってください。

形  状  ほぼ正方形
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朝日ヶ丘団地分譲要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、朝日ヶ丘団地の宅地分譲に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において「宅地」とは、朝日ヶ丘団地の分譲する敷地１区画をいう。 

 （分譲の条件） 

第３条 宅地の譲受人（以下「譲受人」という。）は、当該宅地を専用住宅の敷地以外の用途に使

用してはならない。また、契約締結の日から５年以内に専用住宅を建設しなければならない。 

 （契約の解除） 

第４条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約を解除する

ことができる。ただし、市長が特別の事由があると認めた者については、この限りでない。 

 (１) 分譲の申込みが偽りの記載又は不正の手段で行われたとき。 

 (２) その他この要綱に違反したとき。 

 （分譲代金の返還） 

第５条 市長が前条の規定により契約を解除したときは、分譲代金を譲受人に返還するものとす

る。この場合において、返還金には利息をつけない。 

 （損害賠償） 

第６条 第４条の規定により、契約を解除した場合において、市が損害を受けたときは、譲受人

はこれを賠償しなければならない。 

 （その他の留意事項） 

第７条 宅地は、造成後の有姿のまま譲渡する。 

２ 今治市給水条例（平成17年今治市条例第263号）に規定する加入金、排水設備の設置費用等は、

すべて譲受人の負担とする。 

３ 宅地は、現況の地盤高より盛土（嵩上げ）してはならない。 

４ ごみ置場、電柱及び支線等公共の利益のため設置している施設は、移動できない。 

５ 譲受人は、宅地の引渡しを受けた後、土地に数量の不足等隠れた瑕疵を発見しても分譲代金

の減額請求若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

６ 宅地に建築する建物は、譲受人において地盤支持力の調査等を実施するとともに、それに耐

えうる構造とする。また、土羽面、ブロック法面等へ工作物を設置してはならない。 

７ 譲受人は、市から宅地の引渡しを受けた後、団地内の公共用地（法面、水路及び公園等）の

管理について、自治組織に協力しなければならない。 

８ 譲受人は、宅地を第三者に譲渡する場合、第三者に譲受人の義務を承継させるものとする。 



９ 宅地と宅地の境界にブロック塀等を設置する場合は、両者が協議をするものとする。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、宅地の分譲について必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成18年5月12日から施行する。 

   附 則（平成19年5月10日要綱） 

 この要綱は、平成19年5月10日から施行する。 




